
公
認
会
計
士
法
の
審
判
手
続
に
お
け
る
参
考
人
及
び
鑑
定
人
の
旅
費
及
び
手
当
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○

公
認
会
計
士
法
の
審
判
手
続
に
お
け
る
参
考
人
及
び
鑑
定
人
の
旅
費
及
び
手
当
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
手
当
）

（
手
当
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

日
当
は
、
旅
行
に
必
要
な
日
数
（
出
頭
又
は
鑑
定
が
移
動
を
伴
わ
な
い
場
合

２

日
当
は
、
旅
行
に
必
要
な
日
数
（
出
頭
又
は
鑑
定
が
移
動
を
伴
わ
な
い
場
合

に
あ
っ
て
は
、
出
頭
又
は
鑑
定
に
必
要
な
日
数
）
に
応
じ
て
支
給
し
、
そ
の
額

に
あ
っ
て
は
、
出
頭
又
は
鑑
定
に
必
要
な
日
数
）
に
応
じ
て
支
給
し
、
そ
の
額

は
、
参
考
人
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
八
千
七
百
五
十
円
以
内
に
お
い
て
、
鑑

は
、
参
考
人
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
八
千
四
百
五
十
円
以
内
に
お
い
て
、
鑑

定
人
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
八
千
三
百
五
十
円
以
内
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

定
人
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
八
千
五
十
円
以
内
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
金
融

金
融
庁
長
官
が
相
当
と
認
め
る
額
と
す
る
。

庁
長
官
が
相
当
と
認
め
る
額
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）


